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桐生市議会  教育民生委員会 行政視察報告書 

 

 

 視察都市  静岡県島田市（人口 94,057 人）令和７年 09 月 30 日時点 

 

視察日時  令和 7 年 10 月 7 日（ 火 ） 

午後 1 時 30 分  ～  午後 3 時 00 分 

   

訪問場所  〒427-8502 静岡県 島田市野田 1200-5 

      Tel：0547-35-2111（代表） 

 

参加者   辻 正男 関口直久 北川久人 山之内 肇 佐藤光好 

河原井 始 小島 強 

  

 視察項目  新病院建設について 

        

 

■視察概要 

視察項目 新病院建設について 

 

〇説明担当者及び対応者 

島田市立総合医療センター 事務部長          藪崎 勝哉 様 

島田市立総合医療センター 事務部 病院総務課長兼 

教育研修センター教育研修室長 北川尊史 様 

島田市立総合医療センター 事務部 病院総務課 総務係 

 係長 神原 寿之 様 

 島田市立総合医療センター 事務部 病院総務課 施設係 

                        係長 塚本 茂之 様 

 

薮崎事務部長の冒頭挨拶より 

市の特徴としては、北側の山間部が市域の半分以上を占め、大井川が流れる自

然豊かな地域であるが、平地は 2～3 割程度と限られている。富士山静岡空港や

新東名高速道路のインターチェンジが整備され、交通の結節点として発展して

いる。また、お茶の消費拡大を目指す「島田市緑茶化計画」を推進しているほか、

大井川にかかる蓬莱橋は全長 897.4m、通行幅 2.4m の昔懐かしい木造歩道橋で、

1997 年に「世界一長い木造歩道橋」としてギネスブックに認定されている蓬莱

橋や大井川鐵道のきかんしゃトーマス号などの観光資源も豊富な地域である。 
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島田市立総合医療センターは、令和 5 年 3 月に竣工しておりますが、桐生市

の新病院建設基本構想策定の参考事例になれば幸いと考えています。 

 

（１）事業背景と目的について 

①経緯と目的に関して 

旧・市立島田市民病院の本館は昭和 53 年に、東館は昭和 63 年に建設され、

施設の狭隘化や設備の老朽化が進んでいる。また、東海地震に対する耐震性能評

価においては、耐震性能がやや劣る「ランク 2」の建物評価を受けており、課題

となっている。 

この 2 点を改善するため、患者と職員の安心・安全を確保することを目的と

して、新病院の建設事業を進めることになる。 

 

（２）新病院建設事業の経過について 

①新病院建設事業の経過に関して 

 新病院建設事業は、平成 19 年度から平成 20 年度にかけ、「新しい病院づくり

検討委員会」が新病院建設に関する意見収集や検討を実施し、現状課題の整理や

担うべき役割等、市民病院のあるべき姿について答申をまとめたことから始め

ている。  

 

②新しい病院のあり方に関して 

経営的な課題、運営形態も視野に入れながら検討し、新しい市立島田市民病院

建設基本構想を策定しているが平成 22 年に一度示された「街中への移転」計画

は、平成 25 年に白紙撤回され、規模や建設地が見直されている。 

 

③スケジュールに関して 

平成 26 年 2 月から 7 月に、新病院の規模、建設場所など、新しい病院を建設す

るための「新市立島田市民病院建設基本構想」を策定している。 

平成 26 年 11 月～平成 27 年 10 月に基本計画を策定し、平成 28 年 3 月～平成

29 年 3 月に基本設計を行い、平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月に実施設計を行

い、平成 30 年 4 月から令和 3 年 2 月まで新病院建設工事を行い、開院準備を経

て、令和 3 年 5 月 2 日から、新病院「島田市立総合医療センター」として運営

を開始している。その後、4 ヶ月かけて透析センターの改修工事を行った後、旧

病院の解体工事、外構工事を行い、令和 5 年 3 月にグランドオープンをしてい

る 

 

④新病院建設着手前工事に関して 

平成 29 年に新病院の実施設計を行いながら、工事着手前の整備工事として、

仮設駐車場工事、道水路付替工事、旧託児所解体工事を実施している。 
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（３）建設課題と解決の鍵について 

①新病院建設における課題は多数挙げられましたが、解決するための考え方を

「解決の鍵」として、次のように整理している。 

•建設課題として持続可能な病院建設の解決の鍵は、財源・収支計画・適正な規

模の設定である。 

•コストの低減の鍵として市場調査、発注方式、設計、積算精度を向上さするこ

とである。 

•工期リスク回避の鍵はコンストラクション・マネジメントの導入や業者へのア

ンケートなどを行い、魅力的な工事パッケージにすることである。 

•地元企業の活用の鍵は業者からの地元調達率である。 

•設計変更への対応の鍵は病院特性（医療法、施設基準、医師・医療スタッフの

要望）を踏まえた現場ヒアリングと継続費予算である。 

•現地建て替えの鍵は軟弱地盤対策や診療を継続させることを前提とした計画

である。 

•合併特例債の適用の鍵は 適用期限を見据えたスケジューリングを行っている。 

•品質・医療機能の確保の鍵は要求水準の線引き、病院グレードの適切な設定で

ある。 

•工事工程の合理化の鍵は技術提案の採用、適切な施工管理、確実な履行確認を

行い、後戻りのない工程である。 

•他計画との整合性の鍵は県保健医療計画や地域医療構想の反映である。 

•内部調整の鍵は設置者、事業管理者、医師、医療スタッフとの綿密な調整であ

る。 

•関係機関調整の鍵は 国・県保健所、医師会、歯科医師会、薬剤師会、商工会、

商工会議所との綿密な対話である。 

•地元調整の鍵は自治会、町内会、近隣住民、市議会との綿密な対話である。 

•周辺整備の事業化の鍵は県道交差点改良、水門改修、耐震性排水管整備、防火

水槽移設、休日診療所移転などの計画である。 

•工事中の駐車場確保の鍵は： 仮設駐車場用地の交渉である。 

•公平性の確保の鍵は 入札参加業者のマスキング、業者と選考委員との接触禁

止である 

•透明性の確保の鍵は基本設計の公開プロポーザル、施工者選定報告会の実施で

ある 

•情報発信の鍵はウェブサイトやブログの活用、地元工業高校の生徒による模型

作成などで情報を発信することである。 
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（４）7つの整備方針について 

新病院建設に当たっては、次の 7つの整備方針を掲げました。 

1. 救急患者に迅速に対応できる病院 

2. 患者に優しい病院 

3. 職員にとって働きがいのある病院 

4. 利便性が向上した病院 

5. 災害に対応した病院 

6. 環境とライフサイクルコストに配慮した病院 

7. 将来変化を見据えたフレキシブルな病院 

   

① 救急患者に迅速に対応できる病院について 

市民を守る救急ホットラインの構築が図られている。具体的には、救急用

大型エ 

レベーターで救急外来、手術室、重症室、ヘリポートを直結し、救急医療

の強化を 

実現している。 

 

② 患者に優しい病院について 

ユニバーサルデザインに基づく、市民に優しく分かりやすい病院である。 

1、2階は病院の東西を貫くセンターストリートに面して、外来や検査室を隣

接させ、患者に分かりやすい平面計画としている。また、外来受付はブロッ

クごとに集約し、効率的で分かりやすい配置である。 

 

③ 職員にとって働きがいのある病院について 

機能的なスタッフ専用動線の構築が図られている。3階に共用スペースの

集約と、効率性を図った「スタッフコモンズ」を配置しており、全スタッフ

共用の場として、休憩やカンファレンスなどに利用し、多職種交流を推進し

ている。 

 

④ 利便性が向上した病院について 

安全性、利便性に配慮した外構計画であり、十分な駐車場を確保するとと

もに、乗降しやすい広いロータリーであり、主玄関まで安全な動線を確保し

てある。また、建物の近くに、車椅子利用者、小さなお子さん連れの来院

者、歩行困難な来院者が利用できる駐車場である。 

 

⑤ 災害に対応した病院について 

南海トラフ地震等への災害対応が考えられている。軟弱地盤対策として、

支持杭工法を採用するとともに、上部構造を軽くすることで、地震に強い構
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造である。 また、災害時のバックアップとして、自家発電設備、備蓄倉

庫、耐震上水配管の整備等を行うことで、災害時でも機能する病院である。 

軟弱地盤対策の方針については、「摩擦杭工法」と「支持杭工法」が考え

られましたが、ボーリング調査の結果、地盤の中間層での支持力が低いた

め、摩擦杭工法は適さないと判断している。一方、泥岩層は高い支持力を有

しており、支持杭工法に適している。 支持杭工法は、摩擦杭工法に比べ、

工期、コスト面でも優れているため、新病院においては支持杭工法を採用し

ている。 病院本体上部構造は、鉄骨造で建物重量を軽減させている。ま

た、免震構造を採用し、南海トラフ地震などでも十分な安全性を確保してあ

る。 

免震装置は、111基設置されており、支持杭は 170本、長さは最大 40メー

トルです。杭の太さは、直径 1メートル 20センチである。 

災害時には、最新・来院した患者を、玄関前の大ひさし下を利用して、屋

外トリアージを行う予定である。軽症、中等症、重症ゾーンは、1階で完結

させる予定である。そのため、センターストリートや共用部には、医療ガ

ス、電源、LANを分散配置してある。 災害対策本部は、3階スタッフコモン

ズに設置する予定である。設備も、災害拠点病院の要件を満たしている。 

 

⑥ 環境とライフサイクルコストに配慮した病院について 

健全経営に貢献する環境、省エネルギー技術の導入している。省電力、長

寿命の照明の採用、節水型衛生設備等、経済性、耐久性、維持管理の容易性

等に優れた設備を整備している。 具体的には、自然採光、自然換気等を積

極的に行うことで、環境への配慮している。また、節水型衛生機器や LED、

人感センサーを設けることで、省エネルギー化を実施している。 

 

⑦  将来変化を見据えたフレキシブルな病院について 

将来の可変に備えた「フレキシブルシャフト」を計画に盛り込んでいる。将

来の医療需要の変化に対応できるよう、「コンバーチブルシステム（将来の可

変に対応する計画）」を採用している。具体的には、患者が減り、余裕が生じ

たフロアーを介護保険施設などに改修し、専用直通エレベーターを設置でき

るようにしている。 
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（５）建築概要 （施設見学）について 

①病院施設見学について 

 

図１免震構造地下部   図 2免震構造地下部  図 3ヘリポート（病院屋上） 

 

（６）主な質疑応答 

  事前質問より 

  Q. システム環境研究所(コンサル)をどのように選定したか? 

  A.公開プロポーザル方式で業者選定を実施しています。 

   公募参加資格については、「許可病床数 500 床以上の国公立などの自治体 

病院や独立行政法人などの公的病院の新築、全面改築に係る基本構想や基 

本計画策定業務を平成 20 年 4 月 1 日以降に行っている実績があること」と 

している。また、「社団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定する医 

業経営コンサルタントの有資格者が雇用され、そのコンサルタントが基本 

構想策定業務の統括責任者及び主任担当者として配置する」としている。さ 

らに、島田市入札参加資格を有することや民事再生法又は会社更生法によ 

る手続きがされていないことなど一般的な事項を参加資格としている。 

選定方法については、提案書等の書類、プレゼン及びヒアリングにより審

査している。 

審査委員会を設置し、審査員:副市長、企画部長、政策推進課長、病院事

務部長、経営企画課長となっている。 

 

Q.システム環境研究所にかかる費用と効果は?どのように評価していま 

すか？ 

Ａ．委託額:9,720,000 円（黒塗りがいいのか？） 

費用は、当時の相場ぐらいの価格帯の印象である。 

期間:平成 26 年 2 月 3 日~7 月 31 日 ※翌年度への繰越事業としている。 

基本構想は、新病院の機能や規模、建設場所、概算事業費などの新病院の

基本的な枠組みを決めるものであったため、市民や議会の関心が高かった。 

その中で、関係者へのヒアリングや新病院建設に向けた調査・分析なども

委託業務内で行い、新病院建設の基本構想が策定できたので委託した効果

はある。 
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Q. 病院議会と市議会との関わりはどうであったか?お伺いいたします。 

A.下記の「病院建設プロジェクトの体制表」を参照。 

 

 

Q. 「まちなか集積医療基本構想」を策定するに至った背景について伺いし

ます。 

A．平成 22 年 9 月に総合的なまちづくりの観点からまちなかへの移転の方 

向性が示されたことも伴い、中心市街地における新病院の整備の方向性を 

検討するとともに、総合的なまちづくりの観点からまちなかに立地するこ 

との意義・効果等を検討したまちなか集積医療基本構想を策定している。 

平成 24 年 10 月から新病院の建設にあたり、まちなか集積医療基本構想 

を踏まえた中心市街地における新病院建設場所について、第三者的な立場か 

ら意見をいただくために、新病院建設地検討委員会を開催している。 

平成 25 年度に市民の意向を踏まえた新たな方向性として、市立市民病院

の「まちなか移転計画」を白紙にし、新病院の規模や建設時期、建設地等に

ついて見直すことにした。 
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Q. 新病院建設の予定場所• 4か所の抽出方法は、公開会議で実施されたの 

か? 

A.建設候補地に求める基本条件から抽出した候補地及び島田市総合計画後

期基本計画におけるタウンミーティングや市民意見募集等において提案が

あった候補地を踏まえ、「現市立島田市民病院」「島田市役所周辺」「金谷

中学校跡地」「特殊東海製紙(株)横井工場」を選定対象の建設予定候補地

として抽出し、具体的な比較検討を行っている。 

建設地は、基本構想の中で病院の規模等と併せて検討され、基本構想

は、庁内に新島田市民病院建設基本構想策定委員会を設置し、企画部政策

推進課を事務局として策定した。島田市議会に設置された「市民病院の経

営及び建設に関する特別委員会」から提言をいただくと共に、本会議、常

任委員会でも審議されている。 

 

Q. 新病院建設場所の評価結果は、公開会議において報告をしているのか？。 

A. 建設候補地について、「病院機能としての評価項目（アクセス性、利便性、 

連携性、防災性、インフラ）」及び「土地機能の評価項目（必要面積の確保、 

法規制関連、事業実現性）」から総合的に評価を行った結果、新病院の建設 

地を「現市立島田市民病院敷地内」となっている。また、島田市議会に設置 

された「市民病院の経営及び建設に関する特別委員会」から提言をいただく 

と共に、本会議、常任委員会でも審議している。 

 

Q.新病院建設場所の選定はどのように行ったのか？この場所にした理由に 

ついてお伺いいたします。 

A.建設地の選定については、下記の「資料 2」 参照。 
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Q.医療従事者の確保についてどのようなこと実践していますか？  

A. 京都大学・浜松医科大学・山梨大学などの医局訪問している。 

・最新医療機器の導入している。 

・病院で医師住宅の整備・維持管理（世帯用 4LDK14 戸、単身用 20 戸）し

ている。  

・学会等出張旅費・参加費の上限 20 万円／年の補助をしている。 

・ 医学生修学資金（月額 26 万円）の補助をしている。  

・初期臨床研修プログラムに参加している。 

（マッチング枠 10 名）（合同説明会への参加）  

・初期研修医には図書費（年 20 万円）を支給している。  

・初期研修医も身分は正規職員としている。 

・専門研修プログラムの参加（内科 6 名）をしている。  

・働き方改革の促進（勤怠システムの導入、休日夜間当番制など）をして 

いる。 

  ・新病院は感触として好印象で評価が高い。 

  ・特効薬はないが、医師に選ばれる病院になるよう努めている。 

 

Q. 産婦人科、精神科はどのような状況になっていますか？  

A. 産婦人科については、平成 29 度の分娩を最後に産科は休止中である。新

病院では分娩用の設備はあるが、複数の産婦人科医の目途がたっていない。

現在、常勤医 1 名、非常勤 2 名で主に婦人科を対応している。 

精神科については、平成 19 年度に入院・外来を休止、新病院では病床を

確保していない。現在非常勤医 1 名 と常勤公認心理師 1 名の体制である。 

 

Q. 産婦人科、精神科はどのような状況になっていますか？  

A.大学医局は、主に京都大学・浜松医科大学・山梨大学などである。年 2

回事業管理者と院長が訪問し、挨拶や報告、派遣のお願いをしている 。島

田市長も挨拶に訪問することがある。また、関連病院長会議や教授就任式

などに出席し、顔の見える関係を築いている 。 

 

Q.医師と研修医の確保のためにどのようなことを重点にしているか？ 

（事務の目線） 

A.医師については、大学医局とのつながりと、働きやすい環境を重点に置

いている。 医師の異動は大学医局からの派遣によるところが一番多い。管

理者や院長の訪問によって、顔の見える関係性は大事だと考えている。働

き方改革が進む中、旧態依然とならないよう趣旨に沿った改革を進めてい

る。 
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研修医については、 臨床研修プログラムの内容、初任給には、注意して

いる。1 年を通じて救急科研修を行えることや、年度途中でも選択科を柔

軟に変更できることなど近隣公立病院との給与差が大きくならないよう絶

えずチェックし、人勧への対応も行っている。 

   

Q 医師、看護師、薬剤師などの勤務体制と平均年齢、人数、平均給料につ 

いてお示しください。 

A.下記の表を参照。 

    

職種 R7 平均給料 R7 人数 R7.4平均年齢 勤務体制 

医師 1,081 千円 111 人 38.7 歳 日勤 日当直あり  

看護師 422 千円 426 人 36.0 歳 2 交代又は 3 交代 

薬剤師 423 千円 26 人 42.5 歳 日勤 日当直あり  

技師 389 千円 118 人 37.5 歳 
日勤職種により日当直又は当番又は土日勤務あ

り  

医療員 379 千円 24 人 56.3 歳 病棟は 2 交代  

事務 388 千円 42 人 40.9 歳  

全体 514 千円 747 人 37.7 歳  

 

Q 委託業務であった新市立島田市民病院建設基本計画策定支援業務をどの

ように評価しているか？ 

A.基本計画では、建設に係る課題や条件整理を行うとともに、病床数を 445

床、延床面積を 35,600 ㎡、高さを 7~8 階立て、概算事業費を 247 億円とす

る内容を示している。これにより基本設計業務に繋げることができたと評価

している 
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Q．志太榛原地域の救急医療体制における島田市民病院の役割についてお示 

しください。 

A.下当医療センターは島田市・大井川中流域における基幹病院であり、圏

域を超えて年間 4,000件以上の救急搬送を受け入れている また、救急応

需率は 98%を超え、24時間 365日、断らない救急を実践している 。屋上

にはヘリポートを完備し、広域搬送や山間部からの受入れにも対応するな

ど、二次救急医療病院としての役割も担っている 。 

 

   

Q 病院事業管理者（青山武氏）は、市の職員ですか？また、医療企業団の検

討はしているか？ 

A. 市の特別職(開設者=市長による任命)である。また、 医療企業団の検討は

していない。 

 

 

Q 病内保育所さくらんぼ園が維持管理出来ている理由についてお示しくだ

さい。また、いつから開所しているか？また、子供の受入れ人数などについ

てもお示しください。 

A. 昭和 54 年 4 月に開所している。平成 13 年 4 月～現地に新築移転して 

いる。利用時間は 7:00~18:00 であり、 定員 50 名としている。現在の園児

約 20 人であり、医師・看護師に加え、10 月から技師薬剤師の利用を予定し

ている。 

 

Q．治験はどの程度行っているのか？ 

A. 現在、治験は行っていない。 

 

佐藤議員より質疑 

  Q.設計業者はどのような方法で決定していますか？  

  A.公開プロポーザル方式で業者選定を実施しています。 

   

関口議員より質疑 

Q. 公平性の確保の鍵は 入札参加業者のマスキング、業者と選考委員と 

の接触禁止であると説明していますが行政の基本な考え方ですか？ 

A. 本病院業務に関しては、工事前に設計業者と施工業者が接触しないよう

管理している。しかしながら、行政全体の考え方ではないので明確な回

答できないです。 
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河原井議員より質疑 

Q. どのように医師確保の苦労を乗り越えたのかお伺いいたします。 

A. 新病院建設前は非常に苦労し、一時期は 82〜83 名くらいまで減少し 

ている。（平成 30 年〜令和 2 年頃）。その後、事業管理者や院長の尽力に 

より徐々に増加し、現在は 111 名（4 月 1 日時点）まで回復している。 

救急対応が必要となる循環器・脳外科などは、時間が重要であり、生命 

の危機直結するため、すぐに駆けつけられるよう近隣（島田市内）に住 

んでいる。その他の診療科については、市内居住を強制しておらず、藤 

枝市や静岡市などから通っている医師もいる。また、新病院建設の効果 

として、研修医（若手医師）の採用（マッチング）は定員 10 名がほぼ 

満席になるなど好調であり、若い医師は新しい病院で働きたいという 

意欲が高いと感じている。 

 

小島議員より質疑 

Q.病院を運営しながら解体工事での騒音や振動などのトラブルはありま 

したか？ 

A. 旧病院と新病院の間隔は、最も狭い場所で 5 メートル程度しかなかっ 

たが、振動や騒音の苦情は記憶にある限りほとんどない。唯一のトラブル 

として、屋外防水工事の塗料の臭気が手術室に入り込み、問題になったこ 

とが 1 回のみである。 
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◎視察成果による当局への提言または要望等 

桐生厚生総合病院の建て替え用地選定において、政治的、金銭的、個人的な思

惑を排し、市民の生命と財産を守るための最適地を選定することは喫緊の課

題である。 先行事例である静岡県島田市では、当初の「まちなか移転計画」

を白紙撤回し、客観的な数値評価（スコアリング）を用いることで、市民の納

得が得られる「現在地での建て替え」を実現している。この成功事例に基づき、

本市においても公平・公正かつ科学的根拠に基づいた選定を行うよう客観的

評価指標（スコアリング）の導入と公開すること。また、建設地の決定にあた

っては、島田市の事例にならい、「病院機能（アクセス・防災性）」と「土地機

能（面積・法的規制・実現性）」などを数値化して評価するスコアリング手法

を導入すること。さらに、その採点結果と根拠を市民に完全公開し、選定プロ

セスの透明性を確保すると共に「災害拠点」としての防災性の最優先とするこ

と。地域医療の最後の砦としての機能を維持するため、単なる利便性だけでな

く、「災害リスク（浸水・土砂災害）」の少なさを最優先の評価項目とすること。

災害時であっても機能不全に陥らない安全な立地であることを必須条件とし

て頂きたい。 

「どこに建てれば命を救い続けられるか」という原点に立ち返り、科学的かつ

透明性のある選定プロセスを早急に確立することを強く要望する。 

 

 

 

 


